
別記様式（第４条関係）

随意契約結果一覧
課

件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会
の開催
の有無

備考

2019年度　予防接種(健康
管理システム)委託

平成31年4月
1日

株式会社松阪電子
計算センター

3,065,412 3,065,412

・システムの開発、納入業者であり、同一業者へ委託する
ことにより
円滑に業務が進められる。
・市の住基システムからの外字対応など、効率的な運用
が見込める。
・業者を変更する場合、全てを再構築する必要が生じ時間
的、金銭的に適当でない。

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号及び第6
号による随意契
約

2019年度　健康診査(健康
管理システム)委託

平成31年4月
1日

株式会社松阪電子
計算センター

1,127,580 1,127,580

・システムの開発、納入業者であり、同一業者へ委託する
ことにより
円滑に業務が進められる。
・市の住基システムからの外字対応など、効率的な運用
が見込める。
・業者を変更する場合、全てを再構築する必要が生じ時間
的、金銭的に適当でない。

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号及び第6
号による随意契
約

歯と口腔の健康まつり2019
事業委託

平成31年4月
1日

一般社団法人松阪
地区医師会

820,000 820,000

・特定事業のため

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第6号による随
意契約

衛生設備サニタイザーＭＫ
14(トイレの殺菌、脱臭装置)
等の賃貸及び保守契約

平成31年4月
1日

日本カルミック株式
会社

1,591,200 1,591,200

・衛生設備において当該事業者以外には無いため

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号による随
意契約

エレベーターリモートメンテ
ナンス契約

平成31年4月
1日

三菱電機ビルテクノ
サービス株式会社

1,652,400 1,652,400

設備の際の施工業者
・故障時における迅速な部品調達等が上記業者以外では
困難である。

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号による随
意契約

所属（課名）　　　健康づくり
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所属（課名）　　　健康づくり

松阪市健康センターはる
る・休日夜間応急診療所・
歯科センター清掃業務委託
契約

平成31年4月
1日

株式会社ポラリス 6,042,960 6,042,960

次期清掃業務委託業者を決定するまでの間、現行の業者
に継続して清掃を委託する。

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第6号による随
意契約

松阪市子育て支援アプリ
ケーション利用業務委託契
約

平成31年4月
1日

株式会社エムティー
アイ

648,000 648,000

松阪市が指定する仕様を予算内で実現できる企業が株式
会社エムティーアイのみであるため

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項2号による随意
契約

2019年度　母子保健(健康
管理システム)委託契約

平成31年4月
1日

株式会社松阪電子
計算センター

1,827,122 1,827,122

・システムの開発、納入業者であり、同一業者へ委託する
ことにより円滑に業務が進められる。
・市の住基システムからの外字対応など、効率的な運用
が見込める。
・業者を変更する場合、全てを再構築する必要が生じ時間
的、金銭的に適当でない。 無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号及び第6
号による随意契
約

風しんの追加的対策に係る
クーポン作成業務委託

平成31年4月
8日

株式会社松阪電子
計算センター

1,707,336 1,707,336

・送付対象者については、住民基本台帳システムの宛名
情報から、年齢等による抽出等が必要となるため住民基
本台帳システムの運用保守を委託している松阪電子計算
へ本業務を委託する。 無

地方自治法施行
令167条の2第1項
第2号による随意
契約

成人用肺炎球菌ワクチン予
防接種案内通知作成業務
委託契約

平成31年4月
8日

株式会社松阪電子
計算センター

632,728 632,728

・送付対象者については、住民基本台帳システムの宛名
情報から、年齢等による抽出等が必要となるため住民基
本台帳システムの運用保守を委託している松阪電子計算
へ本業務を委託する。 無

地方自治法施行
令167条の2第1項
第2号による随意
契約
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がん検診等受診券作成業
務委託契約

平成31年4月
10日

株式会社松阪電子
計算センター

7,169,580 7,169,580

現在、がん検診受診券宛名等の印刷については、検診が
７月から実施されることから、住民基本台帳の有無、対象
年齢、国民健康保険加入の有無、生活保護世帯、非課税
世帯等により検診内容及び自己負担の有無等出力要件
が異なるが、６月下旬（本年度６月２１日）に発送する必要
がある。
　送付対象者については、住民基本台帳システムの宛名
情報及び税務総合システムの国民健康保険個人資格情
報より判定。また、対象者の自己負担額の有無について
は、非課税世帯及び生活保護世帯は、自己負担額無の
為、税務総合システムの賦課データより課税状況及び非
課税世帯情報、生活保護システムの生活保護情報より判
定を行う。
　このように各システムからそれぞれ必要な情報を抽出
し、判定を行う必要があり、賦課情報については、市民税
の賦課決定が６月１日以降である事から６月１日時点の
データにより判定することとなり、６月下旬の発送から封入
封緘を鑑みると短期間での抽出・判定が必要となるが、各
システムについては、当該事業者がシステムの開発・納入
業者であり、それぞれ運用も担っており、履行状況も良好
である。
　各システムの開発又は納入事業者である当該事業者に
委託することにより、円滑に業務が進められ、外字対応な
ど効率的な作業が見込め、当該事業者以外に委託する場
合、時間的、金銭的に適当ではない。
　以上のことから期限厳守にて効率よく業務を行うため、
一連の各システム業務に対してもシステム開発・納入事業
者として、また、運用事業者として当該業務に精通してい
る為、実績があり、不測の事態対応においても、各種のノ
ウハウや守秘義務においても充分信頼できるものと考え
ます。

有

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号及び第6
号による随意契
約

松阪市集団子宮頸がん、乳
がん検診委託業務契約

令和元年5月
10日

公益財団法人三重
県健康管理事業セン

ター
24,485,176 24,485,176

検診車で実施する集団の女性がん検診である子宮頸が
ん、乳がんを対応できるのは、三重県健康管理事業セン
ター以外に存在しないことから、業務の性質上、競争入札
には適していない。 無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号による随
意契約
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健康管理システム「産婦健
康診査」管理機能追加業務
委託契約

令和元年5月
10日

株式会社松阪電子
計算センター

1,015,740 1,015,740

・システムの開発、納入業者であり、同一業者に委託する
ことで円滑に業務が進められる。
・市の住基システムからの外字対応など、効率的な運用
が見込める。
・業者を変更する場合、全てを再構築する必要が生じ時間
的、金銭的に適当でない。

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号及び6号
による随意契約

健康管理システム風しんの
追加的対策用機能改修委
託契約

令和元年5月
13日

株式会社松阪電子
計算センター

594,540 594,540

健康管理システムは、松阪電子計算センターの保守・運
用により稼働をしてる。現行の保守運用業者にシステムの
カスタマイズ対応を委託することで、安全かつ確実にシス
テムの更新を行うことが出来る。よって、現行業者とカスタ
マイズ対応の随意契約を締結いたしたい。

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号及び第6
号による随意契
約

健康フェスティバル2019事
業委託契約

令和元年6月
1日

健康フェスティバル
実行委員会

675,000 675,000

特定業務のため

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号による随
意契約

健診センター空調機修繕請
負契約

令和元年7月16日
昭和建物管理株式
会社三重支店

972,108円 972,108円

建物点検管理を請負う業者より健診センターの空調機に
故障が発覚された。健診センター全体の検査を行う中央
検査室の空調管理する機器のため早急に修繕が必要で
あるため、当該建物の点検管理を請負う昭和建物管理株
式会社に修繕依頼するため随意契約とします。

無

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第5号による随
意契約


